
新旧対照表（令和６年６月１日適用） 

改定後 現行 

第１条〜第８条 （略） 

 

第９条 建設副産物 

建設副産物については林野仕様書の規定によるほか、受注者は兵庫県建設

リサイクルガイドライン(兵庫県県土整備部)を遵守して、建設副産物の適

正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。 

 林野仕様書 1-1-1-19建設副産物(第 4～6項)について、受注者は 

 ⅰ）土砂、砕石または加熱アスファルト混合物を工事現場に搬入する場

合の、再生資源利用計画書を作成する際 

 ⅱ) 建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建

設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出す

る場合の、再生資源利用促進計画書を作成する際 

 ⅲ) 再生資源利用計画及び再生資源利用計画を作成した場合の、工事完

了後速やかに実施手順を記録した「再生資源利用計画書(実施書)」を

監督員に提出する際 

 

 建設副産物情報交換システム(COBRIS)により、作成または提出しなけれ

ばならない。 

 

 また、受注者は以下のことに留意すること。 

 ⅰ）受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入した

ときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければ

ならない。 

 ⅱ）受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事

現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変

更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出

先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令

等に基づき確認しなければならない。 

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事

現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 

第１条〜第８条 （略） 

 

第９条 建設副産物 

建設副産物については林野仕様書の規定によるほか、受注者は兵庫県建設リサ

イクルガイドライン(兵庫県県土整備部)を遵守して、建設副産物の適正な処理

及び再生資源の活用を図らなければならない。 

 林野仕様書 1-1-1-19建設副産物(第 4～6項)について、受注者は 

 ⅰ）土砂、砕石または加熱アスファルト混合物を工事現場に搬入する場合の、

再生資源利用計画書を作成する際 

 ⅱ) 建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発

生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合

の、再生資源利用促進計画書を作成する際 

 ⅲ) 再生資源利用計画及び再生資源利用計画を作成した場合の、工事完了後

速やかに実施手順を記録した「再生資源利用計画書(実施書)」を監督員に

提出する際 

 

 建設副産物情報交換システム(COBRIS)により、作成または提出しなければな

らない。 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新旧対照表（令和６年６月１日適用） 

改定後 現行 

 ⅲ）受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとすると

きは、再生資源利用促進計画書に記載した事項（搬出先の名称及び所

在地、搬出量）と前項で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、

法令等に基づいて通知しなければならない。 

 ⅳ）受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ

搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書

の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記

載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求が

あった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。 

 

 受注者は、再生資源利用計画を作成する際以下の各項を参考にし、監督

員の承諾を得るものとする。 

 

（以下、略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 受注者は、再生資源利用計画を作成する際以下の各項を参考にし、監督員の

承諾を得るものとする。 

 

（以下、略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新旧対照表（令和６年６月１日適用） 

改定後 現行 

 

【巻末資料】 

 

 

【巻末資料】 

 

 

　コンクリート(ダム)の品質管理基準及び規格値については、林野仕様書の品質管理基準及び規格値の

1．セメントコンクリート(覆工コンクリート・吹付コンクリートを除く)及び以下の表によるものとする。　

工種
種
別

試
験
区
分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘要
試験成績

表等によ

る確認

必

須
温度測定 温度計による

1回　供試体作成時各ブロック

打込み開始時終了時。

コンクリート単位

容積質量試験
JIS A 1116

1回2ケ　当初及び品質に異常

が認められる場合に行う。
参考値：2.25t/㎥以上

コンクリートの洗

い分析試験
JIS A 1112

1回　当初及び品質に異常が認

められる場合に行う。

コンクリートのブ

リージング試験
JIS A 1123

1回1ケ　当初及び品質に異常

が認められる場合に行う。

コンクリートの引

張強度試験
JIS A 1113

1回3ケ　当初及び品質に異常

が認められる場合に行う。

コンクリートの曲

げ強度試験
JIS A 1106

1回3ケ　当初及び品質に異常

が認められる場合に行う。

そ

の

他

設計図書による

品質管理基準及び規格値(コンクリート(ダム))

コンク

リート

(ダム)

施

工


